
第２回中部地方整備局コンプライアンス・アドバイザリー委員会

議 事 概 要

１．日時及び場所

（１）日 時 平成２５年４月１８日（木）１０：００～１２：００

（２） 場 所 中 部地方 整 備局（ 名古屋合同庁舎第２号館 ）６階中会議室

２．中部地方整備局コンプライアンス・アドバイザリー委員

委員長 熊田 均 弁護士

委員長代理 和田 肇 名古屋大学大学院教授

委員 加藤 明司 公認会計士

委員 住田 正夫 弁護士

委員 田島 暁 中日新聞客員

３．議事概要

（１）高知県内における入札談合事案に関する調査報告書

（２）平成２４年度中部地方整備局コンプライアンス推進計画の実施状況

（３）平成２５年度中部地方整備局コンプライアンス推進計画（案）

（４）中部地方整備局発注者綱紀保持規程及び同マニュアルの改正（案）

４．各委員からの主な意見

（１）高知県内における入札談合事案に関する調査報告書について

・業 界から の不当 な 働きか けに対し、職員が上司に 相談し難い組織

風土となっていたことが最も懸念される問題である。

（ ２）平 成２ ４年度 中部地 方 整備局 コンプライアンス推進計 画の実施状況に

ついて

・入 札契約 のプロ セ スの見 直しについて、７事務所 での試行結果の

総括を行って本運用に活用するべきである。

・ｅ －ラーニングについて、受講率をより上げるよ う努めるべきで

ある。

（ ３）平 成２ ５年度 中部地 方 整備局 コンプライアンス推進計 画（案）につい

て

・ 入 札 契 約 を 担 当 す る こ と に な る 職 員 に は 、 e － ラ ー ニ ン グ 等 の 研

修の受講を義務付けるべきではないか。

・建 設業界 に対し て 再発防 止対策の周知を行ってい るが、役所の職

員が直接事業者に対して訴えるのが効果的である。

・職 員から の通報 制 度は既 にあるが、十分機能して いるとは言えな

い ような ので、 通 報しや すい制度になるよう検討 すべきである。

・職 員の不正行為を発見した場合に、組織外の第三 者にも相談でき

るようにしておくことが必要である。

（ ４）中 部地 方整備 局発注 者 綱紀保 持規程及び同マニュアル の改正（案）に

ついて

・発 注者綱 紀保持 規 程にお いて、事業者から不当な 働きかけを受け

た 場合に 、応じ ら れない こと、記録、公表される ことを伝えるよ

う 努 めるこ とにな って いるが、義務として課すべ きではないか。


